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＜目的＞ 
 国民健康保険の円滑な運営を図るため、必要とする一般的な事務的経費を管理することを目的としま
す。 
 
＜内容＞ 
 国民健康保険を運営するために必要な事務的経費について、節ごとに予算計上を行い、予算執行を管 
理するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
主な事業費 
１ 保険証の簡易書留郵便に係る郵送料及び申請書等郵送料   10,358,854円 
 
２ 国保システム保守管理委託料 

国保実績報告・調整交付金システム保守等委託料       220,000円 
 
３ 国保事務委託料 
 ⑴ 共同電算処理委託料                                 16,116,224円 
  ※各保険者の共通する事務を共同電算処理として国保連合会に委託 
 ⑵ レセプト点検業務委託料                              2,168,506円 
  ※埼玉県国民健康保険団体連合会の点検分は除きます。 
 

区 分 点検件数 過誤件数 過誤金額 

平成 30年度     609,872 件       4,693 件   86,177 千円 

令和元年度 589,938       4,577 90,369 

 
 ⑶ 国保被保険者証等の一斉更新に係る封入封緘業務委託料  1,396,770円 

 

 

 

 

 

 

 

 
国民健康保険管理事業 

予 算 現 額 47,359,000円 決 算 額 41,634,092円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

5,724,908円 

43,033,946円 

△1,399,854円 

△3.25% 

 

 

 

41,403,092円 

231,000円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

１

款

 

総

 

務

 

費 

１款 １項 １目 一般管理費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 国民健康保険税の適正な賦課を行うため、必要とする事務的経費を管理することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 保険税の賦課に必要な事務的経費について、節ごとに予算計上を行い、予算執行するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
主な賦課事業費  
１ 保険税納税通知書等印刷代         1,410,480円 
 
２ 保険税納税通知書等郵送料         5,245,599円 
 
３ 保険税事務委託料 
 ⑴ 保険税納税通知書封入封緘委託料 2,470,391円 
 ⑵ コンビニ収納委託料             2,790,810円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国民健康保険税賦課事業 

予 算 現 額 14,211,000円 決 算 額 13,071,069円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,139,931円 

13,220,446円 

△149,377円 

△1.13% 

 

 

 

13,071,069円 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

１

款

 

総

 

務

 

費 

１款 ２項 １目 賦課徴収費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の一般被保険者に療養給付費を給付することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 一般被保険者が医療機関で受診して、支払った一部負担金を除いた療養給付費について、埼玉県国民 
健康保険団体連合会を通じて給付するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
医療費保険者負担額の状況 

区     分 受 給 件 数      受 診 率 給  付  額 対前年度比 
1 人 当 た り 

の 給 付 額 

一般被保険者療養給付費 583,249 件 1,641.71 ％ 9,853,861,162 円 100.95 ％ 277,363 円 

 （注）1 年度平均被保険者数  一般被保険者 35,527人 

    2 受診率は、受給件数を被保険者数で除した百分比 

 医療費の内容 

  一般被保険者分 

区 分 

件       数 費    用    額 

30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 

入  院 
件 

8,109 
％ 

99.62 
件 

7,949 
％ 

98.03 
円 

4,799,274,684 
％ 

103.78 
円 

4,958,185,933 
％ 

103.31 

入 院 外 296,565 96.72 282,546 95.27 4,611,794,449 102.03 4,688,928,152 101.67 

歯  科 80,955 97.55 79,248 97.89 886,020,904 95.84 872,879,869 98.52 

調  剤 220,935 97.67 211,557 95.76 2,613,424,892 95.34 2,505,054,093 95.85 

食事療養 7,763 99.81 7,674 98.85 231,400,721 97.13 228,910,590 98.92 

訪問看護 1,663 111.16 1,949 117.20 124,856,710 110.54 141,689,190 113.48 

合 計 608,227 97.25 583,249 95.89 13,266,722,360 100.79 13,395,647,827 100.97 

※ 件数の合計には食事療養を含みません。 

 

 

 
一般被保険者療養給付事業 

予 算 現 額 9,971,692,000円 決 算 額 9,853,861,162円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

117,830,838円 

9,761,164,403円 

92,696,759円 

0.95% 

 

9,853,861,162円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 １項 １目 一般被保険者療養給付費 
 

(保険年金課)               

比    較 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の退職被保険者等に療養給付費を給付することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 退職被保険者等が医療機関で受診して、支払った一部負担金を除いた療養給付費について、埼玉県国 
民健康保険団体連合会を通じて給付するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 

 医療費保険者負担額の状況 

区     分 受 給 件 数      受 診 率 給  付  額 対前年度比 
1 人 当 た り 

の 給 付 額 

退職被保険者等療養給付費 463 件 1,714.81％ 3,879,101 円 6.92 ％ 143,670 円 

 （注）1 年度平均被保険者数  退職被保険者 27人 

    2  受診率は、受給件数を被保険者数で除した百分比 

医療費の内容 

 退職被保険者等分 

区 分 

件       数 費    用    額 

30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 

入  院 
件 

35 
％ 

43.75 
件 

2 
％ 

5.71 
円 

26,053,200 
％ 

50.24 
円 

549,520 
％ 

2.11 

入 院 外 1,670 39.94 229 13.71 30,273,230 35.41 3,356,230 11.09 

歯  科 474 42.82 73 15.40 5,382,350 46.52 753,660 14.00 

調  剤 1,274 39.36 159 12.48 17,039,620 35.47 858,248 5.04 

食事療養 31 39.74 1 3.23 935,118 50.62 59,520 6.36 

訪問看護 12 24.49 0 － 873,230 32.23 0 － 

合 計 3,465 40.04 463 16.64 80,556,748 39.98 5,577,178 6.92 

※ 件数の合計には食事療養を含みません。 

 

 
退職被保険者等療養給付事業 

予 算 現 額 26,180,000円 決 算 額 3,879,101円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

22,300,899円 

56,045,339円 

△52,166,238円 

△93.08% 

 

3,879,101円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 １項 ２目 退職被保険者等療養給付費 
 

(保険年金課)               

比    較 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の一般被保険者に療養費を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 一般被保険者が支払った補装具代やはり・きゅうなどの施術代等について、申請に基づき自己負担分 
を除いた療養費を支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
医療費保険者負担額の状況 

区     分 受 給 件 数      受 診 率 給  付  額 対前年度比 
1 人 当 た り 

の 給 付 額 

一 般 被 保 険 者 療 養 費 19,249 件 54.18 ％ 144,919,362 円 92.89 ％ 4,079 円 

 （注）1 年度平均被保険者数  一般被保険者 35,527人 

    2 受診率は、受給件数を被保険者数で除した百分比 

 医療費の内容 

  一般被保険者分 

区 分 

件       数 費    用    額 

30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 

診療費 
件 

532 
％ 

122.30 
件 

634 
％ 

119.17 
円 

7,936,574 
％ 

70.72 
円 

7,991,935 
％ 

100.70 

補装具 284 97.59 289 101.76 11,029,649 100.18 12,776,381 115.84 

柔道整復 18,405 92.92 17,032 92.54 161,811,832 88.21 145,311,292 89.80 

ｱﾝﾏ・ 

ﾏｯｻｰｼﾞ 
646 54.42 671 103.87 23,519,185 85.71 22,787,890 96.89 

ﾊﾘ･ｷｭｳ 547 101.86 621 113.53 7,139,170 112.74 7,319,460 102.53 

その他 0 0 2 － 0 0 89,700 － 

合 計 20,414 91.72 19,249 94.29 211,436,410 88.31 196,276,658 92.83 

 

 

 
一般被保険者療養費支給事業 

予 算 現 額 168,169,000円 決 算 額 144,919,362円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

23,249,638円 

156,012,848円 

△11,093,486円 

△7.11% 

 

144,919,362円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 １項 ３目 一般被保険者療養費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の退職被保険者等に療養費を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 退職被保険者等が支払った補装具代やはり・きゅうなどの施術代等について、申請に基づき自己負担 
分を除いた療養費を支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 

 医療費保険者負担額の状況 

区     分 受 給 件 数      受 診 率 給  付  額 対前年度比 
1 人 当 た り 

の 給 付 額 

退 職 被 保 険 者 等 療 養 費 11 件 40.74 ％ 148,228 円 21.26 ％ 5,490 円 

 （注）1 年度平均被保険者数  退職被保険者 27人 

    2  受診率は、受給件数を被保険者数で除した百分比 

医療費の内容 

 退職被保険者等分 

区 分 

件       数 費    用    額 

30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 30 年 度 対前年度比 令和元年度 対前年度比 

診療費 
件 

 1 
％ 

16.67 
件 

 0 
％ 

－ 
円 

13,739 
％ 

13.06 
円 

0 
％ 

－ 

補装具 1 33.33 0 － 31,700 29.25 0 － 

柔道整復 101 33.67 11 10.89 890,790 36.10 211,756 23.77 

ｱﾝﾏ・ 

ﾏｯｻｰｼﾞ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ﾊﾘ･ｷｭｳ 10 52.63 0 － 59,980 60.46 0 － 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 113 34.24 11 9.73 996,209 35.57 211,756 21.26 

 

 

 

 
退職被保険者等療養費支給事業 

予 算 現 額 1,543,000円 決 算 額 148,228円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,394,772円 

697,343円 

△549,115円 

△78.74% 

 

148,228円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 １項 ４目 退職被保険者等療養費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 埼玉県国民健康保険団体連合会に診療報酬審査手数料を支払うことを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 埼玉県国民健康保険団体連合会に診療報酬明細書(レセプト)の審査と診療報酬の支払いを委託してい 
るため、その手数料を支払うものです。 
 
＜実績・成果等＞ 

 国保連合会への診療報酬審査支払手数料 

区 分 件 数 決 算 額 

平成 30年度 614,860 件 23,241,698 円 

令和元年度 586,307 13,108,959 

 

  レセプト電算処理システム手数料 

区 分 件 数 決 算 額 

平成 30年度 614,860 件 418,100 円 

令和元年度 586,307 398,683 

 

  療養費審査支払手数料  731,570 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
診療報酬審査支払事業 

予 算 現 額 25,094,000円 決 算 額 14,239,212円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

10,854,788円 

24,435,368円 

△10,196,156円 

△41.73% 

 

14,239,212円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 １項 ５目 審査支払手数料 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の一般被保険者に高額療養費を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 一般被保険者が医療機関で受診して、支払った一部負担金に対し、自己負担限度額を超える額を高額 
療養費として支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
高額療養費 
病気やケガで、同じ人が 1 カ月の間に同一の医療機関で高額な一部負担金を支払った場合は、法で規

定（世帯所得による区分あり）されている自己負担額を超えた額が高額療養費として支給されます。 

 

 高額療養費支給状況 

区     分 支 給 件 数      支  給  額 対前年度比 1件当たりの支給額 

一般被保険者高額療養費 25,158 件 1,471,717,473 円 105.49 ％ 58,464 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般被保険者高額療養費支給事業 

予 算 現 額 1,505,627,000円 決 算 額 1,471,717,473円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

33,909,527円 

1,395,066,707円 

76,650,766円 

5.49% 

 

1,471,717,473円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 ２項 １目 一般被保険者高額療養費 
 

(保険年金課)               

比    較 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の退職被保険者等に高額療養費を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 退職被保険者等が医療機関で受診して、支払った一部負担金に対し、自己負担限度額を超える額を高 
額療養費として支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
高額療養費 
病気やケガで、同じ人が 1 カ月の間に同一の医療機関で高額な一部負担金を支払った場合は、法で規

定（世帯所得による区分あり）されている自己負担額を超えた額が高額療養費として支給されます。 
 

 高額療養費支給状況 

区     分 支 給 件 数      支  給  額 対前年度比 1件当たりの支給額 

退職被保険者等高額療養費 18 件 688,173 円 6.34 ％ 38,232 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
退職被保険者等高額療養費支給事業 

予 算 現 額 14,200,000円 決 算 額 688,173円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

13,511,827円 

10,850,220円 

△10,162,047円 

△93.66% 

 

688,173円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 ２項 ２目 退職被保険者等高額療養費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の被保険者が出産したときに、出産育児一時金を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 被保険者が出産したときは、その世帯主に出産育児一時金として 420,000 円（産科医療補償制度に未
加入の場合は 404,000円）を支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 出産育児諸費の支出済額は 28,580,188 円で、被保険者が出産したとき、出産育児一時金として 
420,000 円(産科医療補償制度に加入の場合)が支給されます。出産育児一時金は、平成 21 年 10 月 1 日
から 40,000 円が引上げられ、分娩機関からの請求に基づく直接支払制度も開始されました。支払件数
71件、支出済額は 28,580,188円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出産育児一時金支給事業 

予 算 現 額 54,600,000円 決 算 額 28,580,188円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

26,019,812円 

39,472,694円 

△10,892,506円 

△27.60% 

 

 

 

18,944,000円 

9,636,188円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 ４項 １目 出産育児一時金 
 

(保険年金課)               

比    較 
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＜目的＞ 
 国民健康保険の被保険者が死亡したときに、葬祭費を支給することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 被保険者が死亡したときは、その葬祭者に葬祭費として 50,000円を支給するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
被保険者が死亡したときに、その葬祭を行う者に対し葬祭費として 50,000円を支給しました。 

区 分 件 数 決 算 額 

平成 30年度 225 件 11,250,000 円 

令和元年度 267 13,350,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
葬祭費支給事業 

予 算 現 額 14,000,000円 決 算 額 13,350,000円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

650,000円 

11,250,000円 

2,100,000円 

18.67% 

 

 

 

 

13,350,000円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

保

険

給

付

費 

２款 ５項 １目 葬 祭 費 
 

(保険年金課)               

比    較 
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＜目的＞ 
 国保財政の安定的な運営を図るため、埼玉県に一般被保険者医療給付費分納付金を拠出することを目
的とします。 
 
＜内容＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた一般被保険者医療給付費分納付金を拠出するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた一般被保険者医療給付費分納付金で、支出済額は 2,924,625,367 円で
した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般被保険者医療給付費分納付金拠出事業 

予 算 現 額 2,924,626,000円 決 算 額 2,924,625,367円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

633円 

2,881,050,803円 

43,574,564円 

1.51% 

61,000円 

138,014,473円 

 

836,206,500円 

1,950,343,394円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

３

款

 

国

民

健

康

保

険

事

業

費

納

付

金 

３款 １項 １目 一般被保険者医療給付費分 
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＜目的＞ 
 国保財政の安定的な運営を図るため、埼玉県に退職被保険者等医療給付費分納付金を拠出することを
目的とします。 
 
＜内容＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた退職被保険者等医療給付費分納付金を拠出するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた退職被保険者等医療給付費分納付金で、支払済額は 3,682,138 円でし
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
退職被保険者等医療給付費分納付金拠出事業 

予 算 現 額 3,683,000円 決 算 額 3,682,138円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

862円 

16,347,068円 

△12,664,930円 

△77.48% 

 

 

 

212,228円 

3,469,910円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

３

款

 

国

民

健

康
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費
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金 
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＜目的＞ 
 国保財政の安定的な運営を図るため、埼玉県に一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金を拠出する
ことを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金を拠出するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金で、支払済額は
1,013,422,322円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金拠出事業 

予 算 現 額 1,013,423,000円 決 算 額 1,013,422,322円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

678円 

1,045,527,890円 

△32,105,568円 

△3.07% 

 

 

 

306,103,715円 

707,318,607円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 
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＜目的＞ 
 国保財政の安定的な運営を図るため、埼玉県に退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を拠出す
ることを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を拠出するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金で、支払済額は 1,290,990
円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金拠出事業 

予 算 現 額 1,291,000円 決 算 額 1,290,990円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

10円 

5,805,863円 

△4,514,873円 

△77.76% 

 

 

 

103,015円 

1,187,975円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

３

款

 

国

民

健

康

保

険

事

業

費

納

付

金 

３款 ２項 ２目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 

 

325 



 - 344 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞ 
 国保財政の安定的な運営を図るため、埼玉県に介護納付金分納付金を拠出することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた介護納付金分納付金を拠出するものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
 国保財政の責任主体である県が、県内各市町村の医療費等の支払いのため、医療費水準、所得水準等
に応じて、各市町村に割り当てた介護納付金分納付金で、支払済額は 283,548,992円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護納付金分納付金拠出事業 

予 算 現 額 283,549,000円 決 算 額 283,548,992円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

8円 

321,958,581円 

△38,409,589円 

△11.93% 

 

 

 

125,297,244円 

158,251,748円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 
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＜目的＞ 
 特定健康診査を適正に実施するため、特定健康診査負担金を負担することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 国民健康保険の対象者が、特定健康診査を受診した場合の負担金として、受診医療機関に負担金を支 
払うものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
特定健康診査及び特定保健指導の実施状況 

 

平成30年度 

特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 

対 象 者 受 診 者 受 診 率 対 象 者 受 講 者 実 施 率 

30,415 人 11,473 人 37.7 ％ 1,371 人 233 人 17.0 ％ 

 

令和元年度 

特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 

対 象 者 受 診 者 受 診 率 対 象 者 受 講 者 実 施 率 

29,029 人 10,790 人 37.2 ％ 1,354 人 211 人 15.6 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特定健康診査負担事業 

予 算 現 額 169,604,000円 決 算 額 133,692,848円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

35,911,152円 

138,068,887円 

△4,376,039円 

△3.17% 

 

42,288,000円 

 

12,933,373円 

78,471,475円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 
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＜目的＞ 
 生活習慣病重症化リスクの高い国民健康保険の被保険者に対し受診勧奨と保健指導を行い、人工透析 
への移行を防止することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 健診データ及びレセプトデータにより糖尿病重症化リスクの高い被保険者を抽出し、受診勧奨と保健 
指導の対象候補者の選定を主治医に依頼し、保健師及び管理栄養士が保健指導を行うものです。 
 
＜実績・成果等＞ 
受診勧奨の実施 

 糖尿病重症化のリスクの高い被保険者を抽出し、未受診者、受診中断者に対して受診勧奨を実施しま
した。 
 
   受診勧奨実施者数 173人 
 
保健指導の実施 

 自身の状態を理解してもらい、主治医の指示書及び生活習慣・受療状況を踏まえ、生活習慣改善に向
けて取組目標を設定し、面談指導（2期 1回、3・4期 3回）及び電話指導（3回）を実施しました。 
 
   保健指導実施者数（修了者）11人 

 

 
生活習慣病重症化予防対策事業 

予 算 現 額 12,000,000円 決 算 額 10,249,785円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,750,215円 

11,981,161円 

△1,731,376円 

△14.45% 

 

7,071,000円 

 

 

3,178,785円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

５

款

 

保

健

事

業

費 

５款 １項 １目 保健事業費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 

 

 327 


